
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
労
働
政
策
課
）

一

�
高
等
技
術
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

〃

）

七

�
香
川
県
地
域
改
善
対
策
職
業
訓
練
受
講
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

（

〃

）

一
〇

訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
交
付
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
四
十
六
号

訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
公
共
職
業
安
定
所
長
」
を
「
県
内
に
所
在
す
る
公
共
職
業

安
定
所
の
長
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

基
本
手
当
の
日
額
は
、
支
給
対
象
者
の
居
住
地
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の

基
準
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
百
五
十
八
号
）
別
表
第
九
に
規
定
す
る
地
域
の
級
地
区
分
に
基

づ
き
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

一
級
地

四
千
三
百
十
円

二

二
級
地

三
千
九
百
三
十
円

三

三
級
地

三
千
五
百
三
十
円

第
九
条
第
一
項
中
「
。
以
下
「
認
定
申
請
書
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
公
共
職
業
訓
練
を
県
外
で
受
け
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
訓
練
手
当
受
給
資

格
認
定
申
請
書
（
県
外
施
設
用
）
（
第
二
号
様
式
）
を
当
該
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
を
経
由
し
て
、

知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
認
定
申
請
書
」
を
「
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
又
は
訓
練
手
当
受
給
資
格

認
定
申
請
書
（
県
外
施
設
用
）
」
に
、
「
第
二
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
認
定
申
請
書
」
を
「
第
一
項
の
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
又
は
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請

書
（
県
外
施
設
用
）
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め

る
。第

十
条
中
「
第
三
号
様
式
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
公
共
職
業
訓
練
を
県
外
で
受
け
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
毎
月
七
日
ま
で
に
、

前
月
分
の
訓
練
手
当
に
係
る
訓
練
手
当
支
給
申
請
書
（
請
求
書
）
（
県
外
施
設
用
）
（
第
五
号
様
式
）

を
当
該
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
を
経
由
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

第
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
中

年
月

日

（満
歳

）

男
・
女

を
」

「

年
月

日

（満
歳

）

に
改
め
、
「記

入
す
る
欄

」
の
次

」

に
、
「
（寄

宿
手
当
の
申
請
者
の
み
記
入

）
」
を
加
え
、
「失

業
等
給
付
等
受
給
資
格

」
を
「求

職
者
給

「

「

付
等
の
受
給
資
格

」
に
、

を

イ
雇
用
保
険

求
職
者
手
当

イ
失
業
等
給
付

に
、
「と

お

」

」

り
進
達
し
ま
す

」
を
「申

請
者
は
�
職
業
訓
練
を
受
講
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「進

達
し
ま
す

」
を
「相

違
な
い
こ
と
を
証
明
す
る

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

「

第
二
号
様
式
中

性
別

年
月

日
男
・
女

を
」

号外４

平 成１６年

３月３１日（水曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

一



「

に
改
め
、
同
様
式
を

」

第
三
号
様
式
と
し
、
第
一
号
様
式
（
そ
の
二
）
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

年
月

日

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

二



第２号様式（その１）（第９条関係）

訓練手当受給資格認定申請書（県外施設用）

年 月 日

香川県知事 殿

申請者氏名 �
訓練手当の支給を受けたいので下記により申請します。

寄宿手当

（生年月日）

年 月 日 （満 歳）

（入校前）

（入校後）

�扶養親族に関する事項（寄宿手当の申請者のみ記入）

別居しているものの住所又は居所

�求職者給付等の受給資格、生活保護の受給 有 ・ 無 （該当するものに○）

生活保護

その他（ ）

自 年 月 日

至 年 月 日

寄宿舎の入居状況 入居（ 年 月 日） ・ 入居していない

上記の申請者は、公共職業訓練を受講していることを証明する。

年 月 日 職業訓練を行う施設の所在地

（職業訓練を行う施設の長の職氏名） �

（支給要件） 雇用対策法施行規則第 条 項 号（附則第 条 項 号）

（月 額） （受給期間）自 年 月 日

円 至 年 月 日

認 定 年 月 日

（備 考）

入寮許可書等

寄 宿 届

受講手当

国家公務員等失業者退職手当

訓練期間

同居・別居の別

同・別

同・別

同・別

同・別

手帳等の写

雇用保険、生活保護等

日 額 （ 月 額 ）

（訓練科目）

基本手当

ふりがな

氏 名

扶養の有無

有・無

有・無

有・無

有・無

船員失業給付金

年齢

歳

歳

歳

歳

�申請する手当の種類（該当するものに○）

（類似の手当の受給）

有（ ）・無

受講指示書写

振込口座写

続柄

区 分

基 本 手 当

受 講 手 当

寄 宿 手 当

雇用保険求職者手当

氏 名

（入校年月日）

年 月 日

添 付 書 類

住所又は居所

家
族
の
状
況

�
申
請
者
の
状
況

※
�
能
力
開
発
施
設
証
明
欄

※
	
出
身
都
道
府
県
処
理
欄

（注意）１ �欄の事項については、市町村長の証明書を添えることを求めることがあります。
２ ※欄には記入しないでください。
３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

三



第２号様式（その２）（第９条関係）

訓練手当受給資格認定申請書（県外施設用）

（通所手当関係）

年 月 日

香川県知事 殿

住 所
申請者

氏 名 �

通所手当の支給を受けたいので下記により申請します。

通所の開始年月日
年 月 日

備 考

自動車等使用者（通所が不便である者）の場合
１ 他に利用できる交通機関の名称及び運行回数
２ 住居又は居所から当該交通機関の最寄りの駅（停留所等を含む。）までの距離

記入上の注意
１ この申請書は、通常行つている通所の実情のみを記入し、例外的な方法等は、記入しないでください。
２ 「通所方法の別」欄には、通所の順路に従い、徒歩、自動車、汽車、電車、バス（○○線）等の別を記
入してください。
３ 「乗車券等の種類」欄には、１箇月定期、１０枚つづり回数券、優待券等の別を記入してください。
４ 「左欄の乗車券等の額」欄には、１箇月定期の額、１０枚つづり回数券の額等に応ずる額を記入してくだ
さい。
５ 「備考欄」には、定期券を持たない理由、回数券の片道及び月間の使用枚数を記入してください。
６ 往路と帰路と異なる場合は、「備考欄」にその旨と理由を記入してください。
７ ※印欄には記入しないでください。
８ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

１箇月の運賃等の額

円

円

円

円

円

円

円

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

職業訓練を行う施設の所在地

（職業訓練を行う施設の長の職氏名） �

左欄の乗車券等
の額

定期券・回数
券その他の別

１箇月の運賃等の総額

乗車券等
の 種 類

算出の基礎となる交通機関等

交通機関等の名称 利用区間

所要時間
（概 算）

時間 分

時間 分

時間 分

時間 分

時間 分

時間 分

距 離
（概算）

ＫＭ

ＫＭ

ＫＭ

ＫＭ

ＫＭ

ＫＭ

順
路

１

２

３

４

５

区 間

から（ ） まで

から（ ） まで

から（ ） まで

から（ ） まで

から（ ） まで

合 計

□該当
□１ 交通機関
□２ 自動車等（通所が不便で

ある者）
□３ 自動車等（その他）
□４ １と２の併用
□５ １と２の併用
□非該当
理由

通所方法の別順路

１

２

３

４

５

※
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
の
確
認
欄

� �
香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

四



第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

五



第５号様式（第１０条関係）

訓練手当支給申請書（請求書）（ 年 月分）（県外施設用）

年 月 日

香川県知事 殿

□□□―□□□□

申請者（債権者）住 所

氏 名 �

下記のとおり訓練手当の支給を申請（請求）します。

上記の記載事項に誤りのないことを証明する。

年 月 日

訓練を行う施設の所在地

（訓練を行う施設の長の職氏名） �

年 月 日～ 年 月 日
日
日

日

日
日
日

日

円

円

日

円

円

日

円

円

日

円

円

円

銀行 店

訓練期間
訓練が行われなかつた日数

�やむを得ない理由による日数

�のうち疾病又は負傷により連
続して１４日を超えた日数

�やむを得ない理由のない日数
訓練を受けた日数
家族と別居して寄宿していない日数

日 数

日 額

金 額

日 数

日 額

金 額

日 数

月 額

金 額

日 数

月 額

金 額

合 計 金 額 （請 求 額）

口座番号

（フリガナ）
口座名義

当 座
・

普 通

口座振替

基本手当

受講手当

通所手当

寄宿手当

訓練を受け
なかつた日数

支払の
方 法

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

六



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
職
業
訓
練
に
係
る
訓
練
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

高
等
技
術
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
四
十
七
号

高
等
技
術
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

高
等
技
術
学
校
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
香
川
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
総
務
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
一

号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

職
業
訓
練
の
実
施
に
関
し
必
要
な
調
査
研
究
に
関
す
る
事
項

第
三
条
総
務
課
の
項
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

生
徒
の
募
集
、
入
学
、
退
学
及
び
卒
業
に
関
す
る
事
項

第
三
条
訓
練
課
の
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号

を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号

と
し
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
六
号
と
す
る
。

第
四
条
教
務
課
の
項
第
四
号
中
「
委
託
訓
練
」
を
「
委
託
し
て
行
う
職
業
訓
練
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
別
記
様
式
）
に
次
の
各
号
に
」
を
「
第
一
号
様
式
）
に
次
に
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
あ
ら
か
じ
め
、
」
を
「
受
講
申
込
書
（
第
二
号
様
式
）
を
」
に
、
「
に
受
講
の
申
込
み

を
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
「
丸
亀
学
校
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出

し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
受
講
申
込
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
送
信
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
講
申
込
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
丸
亀
学
校
長
が
受
信
し
た
時
に
、
当
該

受
講
申
込
書
が
丸
亀
学
校
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

丸
亀
学
校
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に

対
し
、
送
信
に
使
用
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条
中
「
香
川
県
立
丸
亀
高
等
技
術
学
校
長
」
を
「
丸
亀
学
校
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
、
第
四
条
、
第
七
条
、
第
八
条
関
係
）

一

香
川
県
立
丸
亀
高
等
技
術
学
校
の
訓
練
課
程
、
訓
練
科
、
訓
練
期
間
及
び
定
員

二

香
川
県
立
高
松
高
等
技
術
学
校
の
訓
練
課
程
、
訓
練
科
、
訓
練
期
間
及
び
定
員

項

訓

練

課

程

訓

練

科

訓
練
期
間

定

員

一

短
期
課
程

溶
接
技
術
科

一
年

十
人

建
築
技
術
科

一
年

十
五
人

電
気
工
事
科

一
年

二
十
人

機
械
加
工
科

六
月

十
五
人

木
造
住
宅
科

六
月

十
人

情
報
ビ
ジ
ネ
ス
科

六
月

二
十
人

項

訓

練

課

程

訓

練

科

訓
練
期
間

定

員

一

普
通
課
程

電
子
シ
ス
テ
ム
科

二
年

十
五
人

自
動
車
工
学
科

二
年

二
十
五
人

建
築
シ
ス
テ
ム
科

二
年

十
五
人

キ
ャ
ド
シ
ス
テ
ム
科

二
年

十
人

デ
ザ
イ
ン
科

一
年

十
人

二

短
期
課
程

塗
装
技
術
科

一
年

十
五
人

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

七



別
記
様
式
中

「

ふ
り
が
な

氏
名

生
年

月
日

年
月

日
生

性
別

ふ
り
が
な

氏
名

生
年

月
日

年
月

日

を
」

「

に
」

改
め
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

造
園
科

六
月

三
十
人

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
科

六
月

十
五
人

デ
ザ
イ
ン
科

六
月

五
人

介
護
サ
ー
ビ
ス
科

六
月

二
十
五
人

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

八



第２号様式（第１７条関係）

受 講 申 込 書

年 月 日

香川県立丸亀高等技術学校長 殿

申込者氏名

短期課程の普通職業訓練を受講したいので、次のとおり申し込みます。

電話番号

年 月 日

電話番号

コ ー ス 名

講 習 日 程

（ふりがな）

氏 名

本 籍 地

住 所

生 年 月 日

事 業 所 名

所 在 地

申

込

者

勤

務

先

注 １ 本籍地欄は、ガス溶接技能講習又はアーク溶接特別教育の受講申込者のみ、都道府県名を記入

すること。

２ 氏名の記載は、自署で行うものとする。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

九



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

香
川
県
立
丸
亀
高
等
技
術
学
校
に
係
る
短
期
課
程
の
金
属
技
術
科
は
、
改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

３

香
川
県
立
高
松
高
等
技
術
学
校
に
係
る
普
通
課
程
の
自
動
車
整
備
科
及
び
キ
ャ
ド
・
キ
ャ
ム
科
は
、

改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
存
続
す
る
も
の
と
す

る
。

４

改
正
前
の
別
記
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

香
川
県
地
域
改
善
対
策
職
業
訓
練
受
講
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
四
十
八
号

香
川
県
地
域
改
善
対
策
職
業
訓
練
受
講
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
地
域
改
善
対
策
職
業
訓
練
受
講
資
金
等
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
香
川
県
規
則
第

六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
日
本
育
英
会
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
」
に
改
め
る
。

「

「

生
年

月
日

年
月

日
生

性
別

男
・
女

年
月

日

第
一
号
様
式
中

を
」

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

生
年
月
日

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
四
）

一
〇


